
・
父
母
が
重
度
の
障
害
に
あ
た
る
児
童

・
父
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ

　

て
い
る
児
童

・
父
母
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１
年
以
上

　

拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
未
婚
の
母
の
子
で
あ
る
児
童

・
生
ま
れ
て
き
た
時
の
事
情
が
不
明
で
あ
る

　

児
童
な
ど

※
児
童
が
心
身
に
一
定
以
上
の
障
害
を
持
つ

場
合
は
、
20
歳
に
な
る
ま
で
手
当
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

▼

　

認
定
を
受
け
る
と
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
分

か
ら
の
手
当
が
支
給
さ
れ
、
４
月
、
８
月
、

12
月
に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
の
手
当
を

支
給

▼毎
年
８
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
手
続
き
を
し
な
い
と
８
月
以
降

の
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
２
年

間
未
提
出
の
場
合
、
資
格
喪
失
と
な
り
ま
す

▼条
件
に
よ
り
、
支
給
の
制
限
が
あ
る
場
合
が

あ
り
ま
す

世
帯
全
員
の
住
民
票
、
印
鑑
な
ど

※
手
当
は
受
給
者
本
人
、
配
偶
者
、
扶
養
義

務
者
の
所
得
に
よ
り
支
給
停
止
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

▼

　

役
場
福
祉
課

Ｇ
47

－

５
０
２
３

▼

　

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
当
て
は
ま

る
人
を
在
宅
で
１
年
以
上
（
基
準
日
８
月
１

日
）
介
護
し
て
い
る
人
（
介
護
者
が
い
な
い

場
合
は
本
人
）

①
要
介
護
４
、５
に
相
当
す
る
人

②
一
定
以
上
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
入
院
・
入

所
１
０
０
日
）
な
ど
を
受
け
な
か
っ
た
人

▼

　

８
万
円

※
町
民
税
非
課
税
世
帯
で
介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
（
１
週
間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
除

く
）
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
、
年
額
10
万
円

▼

　

各
行
政
区
の
民
生
委
員
に
申

し
出
る
（
要
介
護
度
認
定
を
受
け
て
い
な
い

人
は
、
訪
問
調
査
を
行
い
ま
す
）

▼

　

役
場
福
祉
課

Ｇ
47

－

５
０
２
４

※
申
請
方
法
や
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
役

場
福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼

　

役
場
福
祉
課

Ｇ
47

－

５
０
２
３

▼

　

精
神
や
身
体
に
障
害
を
持
つ
満
20

歳
未
満
の
児
童
を
保
護
、
監
督
す
る
父
ま
た

は
母
（
所
得
の
多
い
方
）、
ま
た
は
父
母
以

外
で
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼

　

５
万
４
０
０
円

　

３
万
３
、５
７
０
円

▼

　

特
別
児
童
扶
養
手

当
認
定
請
求
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
用
障

害
認
定
診
断
書
ま
た
は
療
育
手
帳
、
生
計
維

持
調
書
、
振
替
預
入
請
求
書
、
戸
籍
謄
本
、

それぞれのご家庭の事情に
あわせた「まちのサポート制度」を
ぜひ、ご利用ください。

05 Care

04 Support

▼

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す
る
18
歳
ま

で
の
児
童
を
保
護
・
監
督
し
、
生
計
を
同
じ

く
し
て
い
る
父
母
な
ど

・
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
母
が
死
亡
、
ま
た
は
生
死
不
明
で
あ
る

　

児
童 
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▼①
町
内
在
住
の
人
ま
た
は
、
町
内
在
勤
の
人

②
町
内
に
自
宅
を
建
築
ま
た
は
購
入
す
る
人

③
町
税
を
完
納
し
て
い
る
人

▼

　

５
０
０
万
円
以
内

▼

　

年
２
・
３
％

▼

　

20
年
以
内

▼

　

満
65
歳
ま
で

▼

　

群
馬
銀
行
邑
楽
町
支
店
、
東
和

銀
行
邑
楽
町
支
店
、
足
利
銀
行
館
林
支
店
、

館
林
信
用
金
庫
邑
楽
町
支
店
、
足
利
小
山
信

用
金
庫
邑
楽
支
店
、
中
央
労
働
金
庫
大
泉
支

店
、
邑
楽
館
林
農
業
協
同
組
合

▼①
同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
継
続
し
て
勤
務

し
て
い
る
人

②
町
内
に
１
年
以
上
住
ん
で
い
て
、
町
税
を

完
納
し
て
い
る
人

▼

　

本
人
や
同
一
の
生
計
を
営
む

家
族
が
、
必
要
と
す
る
医
療
費
や
冠
婚
葬
祭

費
、
教
育
費
な
ど

▼

　

１
世
帯
１
０
０
万
円
以
内

▼

　

年
２
・
５
％

▼

　

５
年
以
内

▼

　

群
馬
銀
行
邑
楽
町
支
店
、
東
和
銀
行
邑
楽
町

支
店
、
足
利
銀
行
館
林
支
店
、
館
林
信
用
金

庫
邑
楽
町
支
店
、
足
利
小
山
信
用
金
庫
邑
楽

支
店
、
中
央
労
働
金
庫
大
泉
支
店

▼

役
場
産
業
振
興
課

Ｇ
47

－

５
０
２
６

▼町
内
に
住
所
が
あ
り
、
①
と
②
の
い
ず
れ
か

の
条
件
に
該
当
す
る
人

①
町
内
の
専
用
住
宅
や
併
用
住
宅
（
居
住
部

分
２
分
の
１
以
上
）
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
を
設
置
し
た
人

②
町
内
に
発
電
シ
ス
テ
ム
つ
き
住
宅
（
発
電

シ
ス
テ
ム
未
使
用
）
を
購
入
し
た
人

▼

　

１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
２
万
円

で
、
上
限
が
６
万
円

※
１
発
電
シ
ス
テ
ム
に
つ
き
１
回
限
り
で
、

申
請
者
ご
と
の
１
回
に
限
り
ま
す
。

▼

　

設
置
完
了
日
か
ら
30
日
以
内

▼

　

役
場
生
活
環
境
課　

Ｇ
47

－

５
０
１
８

▼

　

町
立
幼
稚
園
に
在
園
し
て
い
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
園
児

①
保
護
者
の
就
労
、
就
学
な
ど
の
理
由
に
よ

り
、
家
庭
内
保
育
が
困
難
な
園
児

②
保
護
者
が
介
護
や
病
気
な
ど
に
よ
り
、
降

園
し
て
も
家
庭
内
保
育
が
困
難
な
園
児

▼

　

月
曜
〜
金
曜
日
の
登
園
日

▼

　

午
後
２
時
〜
午
後
４
時
の
間

▼①
１
か
月
単
位　

３
、０
０
０
円

②
１
日
単
位　

２
０
０
円

▼中
野
幼
稚
園
Ｇ
88

－

４
８
０
８

高
島
幼
稚
園
Ｇ
88

－

５
５
４
０

長
柄
幼
稚
園
Ｇ
88

－

０
０
４
９

01Education

02 Finance

03 Support

まちの
サポート制度

パート２

広報おうら４月号
にも「まちのサポー
ト制度」を掲載。
病気の人や、ねた
きりのお年寄りの
生活を支える制度、
町民のみなさんの
健康維持をサポー
トする制度などを
ご紹介しています。

Check
Point

ぜひ、ご覧になってください
広報おうら４月号にも掲載！
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